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●
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ

さ
い

　
県
で
は
、
認
知
症
の
早
期
発
見
・
診
療
体
制

の
充
実
、
医
療
と
介
護
の
連
携
強
化
、
専
門
医

療
相
談
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、「
認

知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
県
内
12
カ
所
の

医
療
機
関
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
菊
池
圏
域
の

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
は
、
昨
年

７
月
か
ら
合
志
市
の
菊
池
病
院
が
指
定
を
受
け

て
い
ま
す
。

　
認
知
症
の
専
門
医
や
相
談
員
が
配
置
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
認
知
症
に
関
す
る
悩
み
や
心
配

事
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

　

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構　
菊
池
病
院
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●
認
知
症
初
期
集
中
支
援
事
業
を
活
用
し
て
く

だ
さ
い

　
町
で
は
、
本
人
、
家
族
、
民
生
委
員
・
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
か
ら
の
相
談
を
受
け
、
認
知
症
専

門
医
や
専
門
職
の
チ
ー
ム
で
関
わ
る
「
認
知
症

初
期
集
中
支
援
事
業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

対
象
は
40
歳
以
上
の
自
宅
で
生
活
し
て
お

り
、
認
知
症
が
疑
わ
れ
る
人
や
認
知
症
の
診
断

を
受
け
ら
れ
ず
、
治
療
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い

人
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
な
が
っ
て
い

な
い
人
で
す
。
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
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◦問い合わせ　町農業委員会事務局（町生涯学習センター２階）　☎ 096（293）6686

農業委員・農地利用最適化推進委員募集農業
委員

　農業委員会が、農地利用の最適化（担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促
進）をより良く果たせるようにするため、「農業委員会等に関する法律」が改正され、平成28年４月１日から施行さ
れました。施行日以降に任期が満了する農業委員会には経過措置があり、大津町は平成29年７月20日以降に新制度
が適用されます。
　これに伴い、農業者や地域の声をまとめ、農地利用の最適化を積極的に推進する農業委員と農地利用最適化推進委
員を公募します。

■公募期間　２月20日（月）から３月21日（火）	 ■任期　７月20日から３年間
■公募人数　
　　　　【農業委員】12人　担当区域なし（過半数は認定農業者。１人は農業者以外で中立・公正な判断ができる者。

女性や青年者への配慮要件あり）
　　　　　　　　　・許認可や農地利用の最適化のための施策・方針の判断を行います。
　　　　　　　　　・推薦・公募制となり、町長が任命します。
　　　　【農地利用最適化推進委員】17人　担当区域ごとに募集
　　　　　　　　　・担当区域での農地利用の最適化のための施策・方針の判断を行います。
　　　　　　　　　・推薦・公募制となり、農業委員会が委嘱します。
　　　　　　※農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募することはできますが、委員を兼務すること
　　　　　　　はできません。
■公募資格　【農業委員】農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会
　　　　　　　　　　　		の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。
　　　　　　【農地利用最適化推進委員】農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者。
　　　　　　※ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
　　　　　　　①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　　　　　　　②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
■公募方法　「推薦」と「応募」の２種類の方法があります。
　　　　　　推薦・応募書類を持参または郵送により、町農業委員会へ提出してください。
　　　　　　募集要項と推薦・応募書類は、町農業委員会（町生涯学習センター２階）、役場総務課（仮庁舎１階）
　　　　　　で配布しています。町農業委員会ホームページでもダウンロードできます。
	 　　※詳しくはお問い合わせください。

認知症を地域で支えよう
◦問い合わせ　下の問い合わせ先にご連絡をお願いします。

認知
症

大津町非常勤職員・臨時職員募集
◦問い合わせ　役場総務課　人事秘書係　☎ 096（293）3111

募集

職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 社会
保険

雇用
保険 備　考 任用

開始

事務補助 本庁ほか 月～金 ８:30～17:15の
うち５時間45分 ー 有 有 任用期間２年

月額	89,200円 Ｂ

障がい者を対象とする非常勤職員

○応募条件　①身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかを持っている
　　　　　　②自分で勤務地に通うことができる　　
　　　　　　③介助なしで業務遂行ができる

非常勤職員
職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 社会

保険
雇用
保険 備　考 任用

開始

保育士 大津保育園	
または分園

月～金のうち週４日	
（まれに土日勤務あり）

8:45～17:00を	
基本に週29時間 保育士 有 有 任用期間１～３年

月額	142,100円 Ａ

保育士（短時間勤務） 大津保育園
または分園 月～金

		7:30～11:30	
		8:00～12:00	
14:00～18:00	
のいずれか

保育士 無 有 任用期間１～３年
月額	84,800円 A･B

看護師（調査員） 福祉課 月～金 8:30～17:15の
うち５時間30分 看護師 無 有 任用期間１～３年

日額	5,390円 Ａ

介護認定調査員 福祉課 月～金 8:30～17:15の	
うち５時間30分

介護支援専門員	
（または看護師	
介護認定調査員）

無 有 任用期間１～３年
日額	5,390円 A･B

○申込期限　２月15日（水）
○受付時間　午前９時～午後５時（土、日、祝を除く）
○申込方法　履歴書および資格証明書（写し）を役場総務課に提出してください。
○任用開始　Ａ：３月１日予定
　　　　　　Ｂ：４月１日予定　
　　　　　　※上の表でご確認ください
○その他　　①申込者には、２月25日（土）または、26日（日）に面接を実施予定です。
　　　　　　②募集の詳細などは変更になる場合があります。不明な点はお気軽にお尋ねください。

臨時職員
職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 社会

保険
雇用
保険 備　考 任用

開始

一般事務 住民課 月～金 ８:30～17:15の	
うち５時間30分 ー 無 有

任用期間４カ月
（更新なし）
日額	4,270円

Ａ

一般事務 本庁ほか 月～金 ８:30～17:15の	
うち５時間30分 ー 無 有

任用期間６カ月以内
（更新あり）
日額	4,270円

Ｂ

一般事務 財政課 月～金 ８:30～17:15の	
うち５時間30分 ー 無 有

任用期間２カ月
（更新なし）
日額	4,270円

Ｂ

一般事務 
（交流センター事務員） 交流センター 火～金 ８:30～18:00の	

うち５時間30分 ー 無 有
任用期間６カ月以内
（更新あり）
日額	4,270円

Ｂ

雇用相談員 商業観光課 火・金 ８:30～17:15の	
うち７時間 ー 無 無

任用期間６カ月以内
（更新あり）
日額	8,890円

Ｂ

介護支援専門員 地域包括支援
センター 月～金 ８:30～17:15

介護支援専門員
（または保健
師、看護師）

有 有
任用期間６カ月以内
（更新あり）
日額	8,560円

Ｂ

特別支援補助員 町内小中学校 月～金	
（学校開校時のみ）

８:00～17:00の	
うち６時間30分

看護師または	
養護教諭免許 有 有

任用期間６カ月以内
（更新あり）
日額	6,370円

A･B

図書館司書 おおづ図書館 火～日
のうち週５日

８:30～20:15の	
うち７時間45分 司書 有 有

任用期間６カ月以内
（更新あり）
日額	6,590円

Ｂ
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